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管理者の印 

1 30 19 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における本市各投票区の投票管

理者等の選任 

  (※1) 衆議院議員総選挙奈良市第 1開票区開票管理者告示 

  (※2) 衆議院議員総選挙奈良市第 2開票区開票管理者告示 
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告   示 

奈良市告示第 21号 

 生産緑地法（昭和 49年法律第 68号）第 10条の 6第 1項の規定に基づき特定生産緑地の指定を解除したため、同

法第10条の6第2項の規定に基づき準用される第 10条の2第4項の規定により、次のとおり公示する。 

 令和8年1月16日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

生産緑地 

地区番号 
位   置 特定生産緑地の面積 公示日 

37 中山町西三丁目地内  約1,943㎡ 令和4年12月23日 

57 押熊町地内  約922㎡ 令和4年12月23日 

88 中山町地内  約1,527㎡ 令和4年12月23日 

113 中山町地内  約1,656㎡ 令和4年12月23日 

「区域は解除図表示のとおり」 

解除図省略 

 （令和 8年1月16日掲示済） 

 

奈良市告示第 23号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第 1項の規定により告示する。 

 令和8年1月20日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和8年1月14日 

3 移動対象区域 

 JR奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     2,000円 

       原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から 14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 8年1月20日掲示済） 

 

奈良市告示第 24号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第 10条第 3項の規定により利用者又は
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所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、奈良市自転車等の安全利用に関する条例施行規則（昭

和59年奈良市規則第35号）第 5条の規定により告示する。 

 令和8年1月20日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 処分の根拠 

移動日から60日経過したにもかかわらず、引取りがないため。 

2 処分対象自転車等の保管場所 

奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

3 処分年月日 

令和8年2月3日 

4 処分対象自転車等の移動年月日 

令和7年5月15日及び同月 21日 

（令和 8年1月20日掲示済） 

 

奈良市告示第 25号 

 国税徴収法（昭和34年法律第 147号）第54条の規定に基づく差押調書（謄本）については、その送達を受けるべ

き者の住所等が不明のため送達することができないので、地方税法（昭和 25年法律第 226号）第20条の2第1項の

規定により、次のとおり公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、総務部滞納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば

いつでも交付する。 

 令和8年1月20日 

          奈良市長 仲 川 元 庸  

1 送達をすべき文書 

 差押調書（謄本） 

2 送達を受けるべき者 

 省略 

（令和 8年1月20日掲示済） 

 

奈良市告示第 26号 

 令和 8年 1月 20日付けで専決処分した次に掲げる予算の要領を地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 219条第

2項の規定により別紙のとおり公表する。 

 令和8年1月21日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 令和7年度奈良市一般会計補正予算（第 8号） 
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（令和 8年1月21日掲示済） 

 

奈良市告示 27号 

奈良市観光案内所規則（平成 21年奈良市規則第60号）第6条第2項の規定により、次のとおり観光案内所の開所

時間を変更します。 

令和8年1月21日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 開所時間の変更 

 開所時間を次のとおりとする。 

施 設 名 期 間 開所時間 

奈良市総合観光案内所 
令和8年1月24日 午前 9時から午後8時まで 

令和8年2月8日、11日、14日 午前 9時から午後9時まで 

奈良市近鉄奈良駅観光案内所 
令和8年1月24日 午前 9時から午後8時まで 

令和8年2月8日、11日、14日 午前 9時から午後9時まで 

（令和 8年1月21日掲示済） 

 

奈良市告示第 28号 

 生活保護法（昭和25年法律第 144号）第50条の2の規定により指定医療機関から事業を廃止した旨の届出があっ

たので、同法第 55条の3の規定により次のとおり告示する。 

 令和8年1月22日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日 

石洲会病院 奈良県奈良市四条大路一丁目 9番4号 
令和7年 

11月30日 

くらら耳鼻咽喉科 奈良県奈良市富雄元町3-1-15グランドハイツあづま1階 
令和7年 

12月8日 

有山歯科診療所 奈良県奈良市西大寺国見町一丁目 1-131 
令和7年 

11月30日 

（令和 8年1月22日掲示済） 

 

奈良市告示第 29号 

 生活保護法（昭和25年法律第 144号）第50条の2の規定により指定医療機関から次のとおり変更した旨の届出が

あったので、同法第 55条の3の規定により次のとおり告示する。 

 令和8年1月22日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  
 医療機関の名称 医療機関の所在地 変更年月日 

旧 訪問看護ステーション福優 
奈良県奈良市芝 町二丁目 5 番 3 号タウニィマサキ 105

号室 
令和7年 

11月30日 
新 訪問看護ステーションまとまり 奈良県奈良市佐保台西町 72番地101号室 

（令和 8年1月22日掲示済） 

 

奈良市告示第 30号 

 生活保護法（昭和25年法律第 144号）第50条の2の規定により指定医療機関から事業を休止した旨の届出があっ

たので、同法第 55条の3の規定により次のとおり告示する。 

 令和8年1月22日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

医療機関の名称 医療機関の所在地 休止年月日 
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訪問看護ステーションまとまり 奈良県奈良市佐保台西町 72番地101号室 
令和8年 

1月1日 

（令和 8年1月22日掲示済） 

 

奈良市告示第 31号 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）第 49条の規定により医療機関を指定したので、同法第 55条の 3の規定に

より告示する。 

 令和8年1月22日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日 

クリニック石洲会 奈良県奈良市四条大路一丁目 5-52 
令和7年 

12月1日 

有山歯科診療所 
奈良県奈良市西大寺国見町一丁目 1-1大和西大寺駅構内

（南側後方棟） 

令和7年 

12月1日 

ホームナーシングにゃんでぃあ（Near

‘n’Dear） 
奈良県奈良市四条大路一丁目 6番10号 

令和7年 

12月1日 

訪問看護ステーション福優 
奈良県奈良市芝 町二丁目5番3号タウニィマサキ 105

号室 

令和7年 

12月1日 

（令和 8年1月22日掲示済） 

 

奈良市告示第 32号 

農業経営基盤強化促進法（昭和 55年法律第 65号）第 19条第 7項の規定により公告し、その案を次のとおり公衆

の縦覧に供する。 

当該地域計画の案について意見がある利害関係人は、縦覧期間満了の日までに市に意見書を提出することができる。 

 令和8年1月22日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 縦覧する地域計画の案 

北村地区 

2 地域計画の案の縦覧及び意見書提出期間 

令和8年1月22日から令和 8年2月5日まで 

3 地域計画の案の縦覧場所 

奈良市二条大路南一丁目1番 1号 奈良市 観光経済部 農政課 

（令和 8年1月22日掲示済） 

 

奈良市告示第 33号 

 令和 8年 1月 22日付けで専決処分した次に掲げる予算の要領を地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 219条第

2項の規定により別紙のとおり公表する。 

 令和8年1月23日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 令和7年度奈良市一般会計補正予算（第 9号） 
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（令和 8年1月23日掲示済） 

 

奈良市告示第 34号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により桃香野自治会から告示した事項の変更の

届出があったので、同条第10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和8年1月26日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所 

上久保 多加徳 

奈良市月ヶ瀬桃香野 4505番地 

長尾 清治 

奈良市月ヶ瀬桃香野 5061番地 

2 変更の年月日 

 令和 8年 1月 1日 

（令和 8年1月26日掲示済） 

 

奈良市告示第 35号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により石打自治会から告示した事項の変更の届

出があったので、同条第 10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和8年1月26日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所 

増田 德安 

奈良市月ヶ瀬石打 815番地 

谷本 清美 

奈良市月ヶ瀬石打 944番地 

2 変更の年月日 

 令和 8年 1月 1日 

（令和 8年1月26日掲示済） 

 

奈良市告示第 36号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により嵩自治会から告示した事項の変更の届出

があったので、同条第 10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和8年1月26日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所 

藤森 秀一 

奈良市月ヶ瀬嵩 36番地の 4 

中森 健一 

奈良市月ヶ瀬嵩 291番地 

2 変更の年月日 

 令和 8年 1月 1日 

（令和 8年1月26日掲示済） 

 

奈良市告示第 37号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により尾山自治会から告示した事項の変更の届

出があったので、同条第 10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和8年1月26日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 
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代表者の氏名 

及 び 住 所 

松本 欣也 

奈良市月ヶ瀬尾山 271番地 

福田 信三 

奈良市月ヶ瀬尾山 2910番地 

2 変更の年月日 

 令和 8年 1月 1日 

（令和 8年1月26日掲示済） 

 

奈良市告示第 38号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により月瀬自治会から告示した事項の変更の届

出があったので、同条第 10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和8年1月26日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所 

窪田 俊也 

奈良市月ヶ瀬月瀬 257番地の 1 

今井 利樹 

奈良市月ヶ瀬月瀬 461番地 

2 変更の年月日 

 令和 8年 1月 1日 

（令和 8年1月26日掲示済） 

 

奈良市告示第 39号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により長引自治会から告示した事項の変更の届

出があったので、同条第 10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和8年1月26日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所 

巽 直弥 

奈良市月ヶ瀬長引 297番地 

仲谷 忠幸 

奈良市月ヶ瀬長引 309番地の 1 

2 変更の年月日 

 令和 8年 1月 1日 

（令和 8年1月26日掲示済） 

 

奈良市告示第 40号 

 奈良市住居表示に関する条例（昭和 42年奈良市条例第21号）第3条の規定により、次のとおり、住居番号を設定

したので、同条第 4項の規定により告示する。 

 令和8年1月26日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

住居番号をつけた建造物の表示 

三条桧町29番2-3号 学園南三丁目15番31-7号 

五条畑一丁目9番2-7号 七条西町一丁目4番4号 

七条一丁目8番3号 七条西町一丁目4番3-2号 

三条大路四丁目2番20号 七条西町一丁目4番3-1号 

富雄川西一丁目28番13号 七条西町一丁目4番1号 

富雄川西一丁目29番6号 富雄元町一丁目2番11号 

西千代ヶ丘二丁目15番5号 三碓二丁目5番40号 

三松二丁目13番44号 西千代ヶ丘二丁目8番32号 

東登美ヶ丘二丁目3番5号 青野町二丁目17番12号 
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七条西町一丁目10番20号 若葉台二丁目7番9号 

登美ヶ丘五丁目16番14号  

七条一丁目21番11号  

藤ノ木台一丁目8番21-1号  

六条西六丁目8番31号  

西大寺新町一丁目9番27号  

南登美ヶ丘9番3-4号  

南登美ヶ丘9番2-5号  

平松一丁目17番4-1号  

学園北二丁目11番21号  

（令和 8年1月26日掲示済） 

 

奈良市告示第 41号 

 奈良市住居表示に関する条例（昭和 42年奈良市条例第21号）第3条第3項の規定により、次のとおり住居番号を

変更したので、同条第 4項の規定により告示する。 

 令和8年1月26日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更する住居番号 

 住居番号を変更した建造物の表示 

変更前 帝塚山二丁目 18番18号  

変更後 帝塚山二丁目 18番17号 

（令和 8年1月26日掲示済） 

 

奈良市告示第 42号 

 奈良市住居表示に関する条例（昭和 42年奈良市条例第21号）第3条第3項の規定により、次のとおり住居番号を

変更したので、同条第 4項の規定により告示する。 

 令和8年1月26日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更する住居番号 

 住居番号を変更した建造物の表示 

変更前 あやめ池北一丁目 5番10号  

変更後 あやめ池北一丁目 5番11号 

（令和 8年1月26日掲示済） 

 

奈良市告示第 43号 

都市計画法（昭和43年法律第 100号）第36条第3項の規定により、開発行為に関する工事が完了したことを次の

とおり公告する。 

 なお、当該開発区域を表示した図書は、都市整備部開発指導課において一般の閲覧に供する。 

 令和8年1月26日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 許可の年月日及び番号 

令和7年9月17日 奈良市指令整開 第25A-16号 

令和8年1月23日 奈良市指令整開 第25A-16-1号 

2 検査済証の交付年月日及び番号 

開発行為 令和8年1月26日 第1966号 

3 開発区域に含まれる地域 

 奈良市大安寺西三丁目203番 1 
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4 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

奈良市高畑町711番地 

社会福祉法人あけぼの会 理事長 吉田 佳子 

（令和 8年1月26日掲示済） 

 

奈良市告示第 44号 

都市計画法（昭和43年法律第 100号）第36条第3項の規定により、開発行為に関する工事が完了したことを次の

とおり公告する。 

 なお、当該開発区域を表示した図書は、都市整備部開発指導課において一般の閲覧に供する。 

 令和8年1月27日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 許可の年月日及び番号 

令和3年11月19日 奈良市指令整開 第21A-12号 

令和4年11月17日 奈良市指令整開 第21A-12-1号 

令和5年6月6日 奈良市指令整開 第21A-12-2号 

令和7年12月24日 奈良市指令整開 第21A-12-3号 

2 検査済証の交付年月日及び番号（2工区） 

開発行為 令和8年1月27日 第1967号 

3 開発区域に含まれる地域（2工区） 

 奈良市敷島町一丁目1076番 39、1076番40及び1076番41 

4 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

大阪府八尾市大竹一丁目29番地 

株式会社タイヨーコーポレーション 代表取締役 畑内 明 

（令和 8年1月27日掲示済） 

 

奈良市告示第 45号 

 農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44年法律第58号）第8条第1項の規定に基づき定めた農業振興地域整備

計画は、同法第 13条の規定に基づき変更したので、同条第 4項において準用する同法第 12条第1項の規定に基づき

公告し、当該変更後の農業振興地域整備計画書の写しを同法第 13条第4項において準用する同法第 12条第2項の規

定に基づき、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 令和8年1月28日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更した農業振興地域整備計画の名称 

奈良農業振興地域整備計画 

2 変更後の農業振興地域整備計画書の写しの縦覧場所 

奈良市二条大路南一丁目1番 1号 

奈良市 観光経済部 農政課 

（令和 8年1月28日掲示済） 

 

奈良市告示第 46号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第 1項の規定により告示する。 

 令和8年1月28日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和8年1月21日 



令和 8 年 2 月 16 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 162 号 

－ 16 － 

3 移動対象区域 

 近鉄新大宮駅周辺及びJR奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     2,000円 

       原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から 14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 8年1月28日掲示済） 

 

奈良市告示第 47号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により押上町自治会から告示した事項の変更の

届出があったので、同条第10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和8年1月30日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所 

本 真宏 

奈良市押上町 12番地 

水谷 淳也 

奈良市押上町 48番地 

2 変更の年月日 

 令和 8年 1月 18日 

（令和 8年1月30日掲示済） 

 

選 挙 管 理 委 員 会 

奈良市選挙管理委員会告示第 3号 

令和 8年 1月 26日現在における地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 74条第 1項及び第 75条第 1項並びに市

町村の合併の特例に関する法律（平成 16年法律第59号）第4条第1項及び第5条第1項に規定する選挙権を有する

者の総数の 50分の 1の数並びに市町村の合併の特例に関する法律第 4条第 11項及び第 5条第 15項に規定する選挙

権を有する者の総数の 6分の1の数並びに地方自治法第76条第1項、第80条第1項、第 81条第1項及び第86条第

1項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 8条第 1項に規定する選挙権を

有する者の総数の 3分の1の数は、次のとおりです。 

令和8年1月26日 

奈良市選挙管理委員会    

委員長 植 田   茂  

50分の1の数 5,893人 

6分の1の数 49,106人 

3分の1の数 98,212人 

（令和 8年1月26日掲示済） 
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奈良市選挙管理委員会告示第 4号 

 公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 144条の 2第 1項の規定により設置した、令和 8年 2月 8日執行予定の

衆議院小選挙区選出議員選挙における公営ポスター掲示場の設置場所は、次のとおりです。 

 令和8年1月26日 

奈良市選挙管理委員会    

                      委員長 植 田   茂  

1 設置場所  別紙「奈良市公営ポスター掲示場設置場所一覧表」のとおり 
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（令和 8年1月26日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 5号 

 公職選挙法（昭和25年法律第 100号）第22条第1項の規定により、令和 8年3月1日現在において本市の選挙人

名簿に登録される資格を有する者の登録日を令和 8年3月2日とします。 

令和8年1月26日 

奈良市選挙管理委員会    

 委員長 植 田   茂  

（令和 8年1月26日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 6号 

令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における本市各投票区の投票所を、次の

ように設けます。 

 令和8年1月27日 

                                            奈良市選挙管理委員会    

                                           委員長 植 田   茂  

各投票区投票所 

別紙のとおり 
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（令和 8年1月27日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 7号 

令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における本市在外選挙人名簿登録者が投

票を行うことのできる期日前投票所を､公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 49条の 2第 4項の規定により読み

替えて適用される同法第 48条の 2第1項の規定により次のとおり指定します｡ 

令和8年1月27日 

 奈良市選挙管理委員会    

 委員長 植 田   茂   

選挙区 期日前投票所名 期日前投票所の場所 

奈良県第1区 奈良市役所期日前投票所 
奈良市二条大路南一丁目1番1号奈良市役所中央

棟1階正面玄関ホール 

奈良県第2区 奈良市都 行政センター期日前投票所 
奈良市都 白石町1026番地の1奈良市都 行政セ

ンター1階会議室 

（令和 8年1月27日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 8号 

令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票所は､公職選挙法

（昭和25年法律第100号）第 48条の2第6項の規定により読み替えて適用される同法第 39条の規定により次の場

所及び期間に設けます｡ 

令和8年1月27日 

 奈良市選挙管理委員会    

 委員長 植 田   茂  

対象区域 期日前投票所名 期日前投票所の場所 期    間 

都 区域を

除く奈良市

の区域 

（奈良市第

1 投票区か

ら 奈良市第

91 投票区ま

で） 

奈良市役所期日前投

票所 

奈良市二条大路南一丁目1番1号 

奈良市役所中央棟1階正面玄関ホール 令和 8年 1月 28日から令和 8年 2月

7日まで（午前8時30分から午後8時

まで） 
奈良市立西部公民館

期日前投票所 

奈良市学園南三丁目 1番5号 

奈良市立西部公民館（奈良市西部会館

5階 第2講座室） 

奈良市北福祉センタ

ー期日前投票所 

奈良市右京一丁目1番地の4 

奈良市北福祉センター（奈良市北部会

館2階特設会場） 

令和 8年 2月 2日から令和 8年 2月 7

日まで（午前 8 時 30分から午後 8時

まで） 

奈良市立中部公民館

期日前投票所 

奈良市上三条町23番地の4 

奈良市立中部公民館 2階ロビー 

令和 8年 2月 2日から令和 8年 2月 7

日まで（午前9時から午後8時まで） 

ならファミリー専門

店街 zoro 期日前投

票所 

奈良市西大寺東町二丁目4番1号 

ならファミリー専門店街 zoro2 階東エ

レベーター付近特設会場 

令和 8年 2月 2日から令和 8年 2月 7

日まで（午前10時から午後8時まで） 

奈良市月ヶ瀬行政セ

ンター期日前投票所 

奈良市月ヶ瀬尾山2845番地 

奈良市月ヶ瀬行政センター1 階市民相

談室 

令和 8年 2月 2日から令和 8年 2月 7

日まで（午前 8 時 30分から午後 8時

まで） 

中畑町公民館期日前

投票所 

奈良市中畑町280番地 

中畑町公民館 

令和8年2月3日（午前9時から正午

まで） 

米谷町集会所期日前

投票所 

奈良市米谷町566番地の1 

米谷町集会所 

令和8年2月3日（午後3時から午後

6時まで） 

都 区域 

（奈良市第

92 投票区か

奈良市都 行政セン

ター期日前投票所 

奈良市都 白石町1026番地の1 

奈良市都 行政センター1階会議室 

令和 8年 1月 28日から令和 8年 2月

7日まで（午前8時30分から午後8時

まで） 



令和 8 年 2 月 16 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 162 号 

－ 34 － 

ら奈良市第

102 投票区

まで） 

（令和 8年1月27日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 9号 

 令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における奈良市役所期日前投票所、奈良

市立西部公民館期日前投票所、奈良市北福祉センター期日前投票所、奈良市立中部公民館期日前投票所、ならファミ

リー専門店街 zoro期日前投票所、奈良市月ヶ瀬行政センター期日前投票所、奈良市都 行政センター期日前投票所、

中畑町公民館期日前投票所及び米谷町集会所期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、次のとおり

選任しました。 

 令和8年1月27日 

奈良市選挙管理委員会    

                      委員長 植 田   茂  

1 「投票管理者及びその職務を代理すべき者に選任しようとする者の氏名等」 

 省略 

（令和 8年1月27日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 10号 

令和 8年 2月 8日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における不在者投票の記載場所を､公職

選挙法（昭和25年法律第100号）第49条第1項の規定により次のとおり定めます｡  

令和8年1月27日 

 奈良市選挙管理委員会    

 委員長 植 田   茂  

対象区域 不在者投票記載場所 期    間 

都 区域を除く奈良

市の区域 

(奈良市第 1 投票区か

ら奈良市第 91 投票区

まで) 

奈良市二条大路南一丁目1番1号 

奈良市役所中央棟1階正面玄関ホール 
令和 8年1月 28日から令和8年2月7日

まで（午前8時30分から午後8時まで） 
奈良市学園南三丁目 1番5号 

奈良市立西部公民館（奈良市西部会館5階第2講

座室） 

奈良市右京一丁目1番地の4 

奈良市北福祉センター（奈良市北部会館 2 階特

設会場） 

令和 8年 2月 2日から令和 8年 2月 7日

まで（午前8時30分から午後8時まで） 

奈良市上三条町23番地の4 

奈良市立中部公民館 2階ロビー 

令和 8年 2月 2日から令和 8年 2月 7日

まで（午前9時から午後8時まで） 

奈良市西大寺東町二丁目4番1号 

ならファミリー専門店街 zoro2 階東エレベータ

ー付近特設会場 

令和 8年 2月 2日から令和 8年 2月 7日

まで（午前10時から午後8時まで） 

奈良市月ヶ瀬尾山2845番地 

奈良市月ヶ瀬行政センター1階市民相談室 

令和 8年 2月 2日から令和 8年 2月 7日

まで（午前8時30分から午後8時まで） 

奈良市中畑町280番地 

中畑町公民館 

令和 8年 2月 3日（午前 9時から午前 12

時まで） 

奈良市米谷町566番地の1 

米谷町集会所 

令和8年2月3日（午後3時から午後6時

まで） 

都 区域 

（奈良市第 92 投票区

から奈良市第102投票

奈良市都 白石町1026番地の1 

奈良市都 行政センター1階会議室 

令和 8年1月 28日から令和8年2月7日

まで（午前8時30分から午後8時まで） 



令和 8 年 2 月 16 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 162 号 

－ 35 － 

区まで） 

（令和 8年1月27日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 11号 

 公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 175条第 3項の規定により、令和 8年2月 8日執行の衆議院小選挙区選

出議員選挙における奈良市第 1 開票区の候補者の氏名及び候補者届出政党の名称の掲示の掲載順序を定めるくじを、

次の日時及び場所において行います。 

 令和8年1月27日 

奈良市選挙管理委員会    

                      委員長 植 田   茂  

1 日 時 令和8年1月27日 午後6時00分 

2 場 所 奈良市二条大路南一丁目 1番1号 

奈良市役所 中央棟 6階 603会議室 

（令和 8年1月27日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 12号 

 公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 175条第 3項の規定により、令和 8年2月 8日執行の衆議院小選挙区選

出議員選挙における奈良市第 2 開票区の候補者の氏名及び候補者届出政党の名称の掲示の掲載順序を定めるくじを、

次の日時及び場所において行います。 

 令和8年1月27日 

奈良市選挙管理委員会    

                      委員長 植 田   茂  

1 日 時 令和8年1月27日 午後6時10分 

2 場 所 奈良市二条大路南一丁目 1番1号 

      奈良市役所 中央棟 6階 603会議室 

（令和 8年1月27日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 13号 

令和 8年 2月 8日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における、奈良市第 1開票区の開票管

理者及びその職務を代理すべき者を、次のように選任しました。 

  令和8年1月27日 

                                          奈良市選挙管理委員会    

                                            委員長 植 田   茂  

開票管理者 省略 

開票管理者の職務を代理すべき者 省略 

      （令和 8年1月27日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 14号 

令和 8年 2月 8日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における、奈良市第 2開票区の開票管

理者及びその職務を代理すべき者を、次のように選任しました。 

  令和8年1月27日 

                                          奈良市選挙管理委員会    

                                            委員長 植 田   茂  

開票管理者 省略 

開票管理者の職務を代理すべき者 省略 

（令和 8年1月27日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 15号 



令和 8 年 2 月 16 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 162 号 

－ 36 － 

令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙における公職選挙法（昭和 25年法律第100号）第62条第2項及び第4

項の規定による奈良市第 1開票区の開票立会人を定めるくじを次の日時及び場所において行います。 

  令和8年1月27日 

                                              奈良市選挙管理委員会    

                                                委員長 植 田   茂  

1 衆議院比例代表選出議員選挙に係るくじ 

  日  時 令和8年2月5日  午後6時00分 

  場  所  奈良市二条大路南一丁目 1番1号 

          奈良市役所  中央棟 1階  第101会議室 

2 衆議院小選挙区選出議員選挙に係るくじ 

  日  時  令和8年2月5日 午後6時10分 

  場  所  1に同じ 

（令和 8年1月27日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 16号 

令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙における公職選挙法（昭和 25年法律第100号）第62条第2項及び第4

項の規定による奈良市第 2開票区の開票立会人を定めるくじを次の日時及び場所において行います。 

  令和8年1月27日 

                                              奈良市選挙管理委員会    

                                                委員長 植 田   茂  

1 衆議院比例代表選出議員選挙に係るくじ 

  日  時 令和8年2月5日 午後6時20分 

  場  所 奈良市二条大路南一丁目 1番1号 

          奈良市役所  中央棟 1階  第101会議室 

2 衆議院小選挙区選出議員選挙に係るくじ 

  日  時 令和8年2月5日 午後6時30分 

  場  所  1に同じ 

（令和 8年1月27日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 17号 

令和 8年 2月 8日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における本市第 1開票区の開票は、次

の日時及び場所において行います。 

  令和8年1月27日 

                                               奈良市選挙管理委員会    

                                                 委員長 植 田   茂  

 日  時 令和8年2月8日 午後9時40分開始 

 場  所 奈良市中町4,860番地 

奈良市西部生涯スポーツセンター体育館 

（令和 8年1月27日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 18号 

令和 8年 2月 8日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における本市第 2開票区の開票は、次

の日時及び場所において行います。 

  令和8年1月27日 

                                               奈良市選挙管理委員会    

                                                 委員長 植 田   茂  

 日  時 令和8年2月8日 午後9時40分開始 

 場  所  奈良市中町4,860番地 



令和 8 年 2 月 16 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 162 号 

－ 37 － 

          奈良市西部生涯スポーツセンター体育館 

（令和 8年1月27日掲示済） 

 

衆議院議員総選挙奈良市第1開票区開票管理者告示第1号 

令和 8年 2月 8日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における奈良市第 1開票区開票管理者

の印を次のように定めます。 

令和8年1月27日 

                              衆議院議員総選挙奈良市第 1開票区  

                                           開票管理者  植 田   茂  

  開票管理者印 省略 

（令和 8年1月27日掲示済） 

 

衆議院議員総選挙奈良市第2開票区開票管理者告示第1号 

令和 8年 2月 8日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における奈良市第 2開票区開票管理者

の印を次のように定めます。 

令和8年1月27日 

                                衆議院議員総選挙奈良市第 2開票区  

                                           開票管理者  阪 田   孝  

開票管理者印 省略 

（令和 8年1月27日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 19号 

令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における本市各投票区の投票管理者及

びその職務を代理すべき者を、次のように選任しました。 

  令和8年1月30日 

                                            奈良市選挙管理委員会    

                                              委員長 植 田   茂  

 次のよう省略 

（令和 8年1月30日掲示済） 

 


